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 台湾では「両性工作平等法」によって 2002 年に育児休業制度が導入された。在職満 1 年

以上で子どもが満 3 歳未満の場合、育児休業制度の利用が可能で、子どもが 3 歳までの 2

年以内が休業期間となる。ちなみに対象となる子どもが 2 人以上いる場合は、休業期間は

その合計で、最も幼い子どもの育児休業は 2 年以内である。 

育休制度の導入当初は育休期間中の所得補償はなく、制度が利用できるのは従業員規模

30 人以上の企業の従業員だった。2007 年に同法が「性別工作平等法」へと修正された際、

従業員 30 人以上という制限がなくなり、企業規模（従業員規模）を問わず、すべての雇用

者が利用できるようになった。 

 また、所得補償についても 2009 年から実施されるようになり、雇用者の場合は同年の「就

業保険法」の改正で育児休業前の半年間平均の保険給付基準（保険料と保険給付額を決める

ための計算基準。月数を乗じて保険給付額が決まる）の 6 割分が、所得補償として支払われ

る。支給期間は最長 6 カ月となっている。 

 所得補償の導入に伴って育休制度の利用は急増している。制度利用者は 2002-2008 年度

の累計で2.7万にとどまっていたのが、2009年以降の所得補償支給を受けた人数をみると、

2000 年には 3.4 万人となり、2015 年は 8.5 万人に達している。 

本報告では、台湾の労働部（日本の厚生労働省に相当）が 2014 年から実施を始めた全国

調査「育児休業調查」の 2014-2016 年のデータを使用する。この調査は層化確率サンプルに

よるもので、調査対象は育児休業の所得補償を受領済みであり、調査前年の 1年間に育児休

業期間が満了している台湾全域の雇用者。各調査年のサンプル数は男女合計で 2014 年は

5,525 人、2015 年は 5,549 人、2016 年は 5614 人である。 

子ども一人当たりの育休期間（2016 年）は女性が 7.3 カ月、男性は 6.0 カ月で、女性の

場合は所得補償期間より 1 ヵ月強長い。育休取得者の同じ職場（企業）への復職は男女とも

7 割前後にのぼるが、他の職場に移る場合も 15%程度ある。 

男女別の分析を行い、育休終了後の職場復帰の決定要因を探るほか、復職前後の勤務状態

の変化についても考察する。なお、子ども数を変数に加えた分析では、データの制約から

2015 年と 2016 年の両年に焦点をあてる。 
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